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証券コード 9827 
平成29年３月９日 

 
株 主 各 位 
 

東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 

 

代表取締役社長 山 田 俊 之 

 

第76回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当社第76回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さ 

いますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決

権行使書用紙に賛否をご表示いただき、総会前日の当社営業時間終了時（平成29年

３月23日（木曜日）午後６時）までに到着するようにご返送下さいますようお願い

申し上げます。 

敬 具 
 

記 
 
1. 日   時  平成29年３月24日（金曜日）午前10時 

2. 場   所  東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 

新宿ＮＳビル 30階 ＮＳスカイカンファレンス ルーム５・６ 

3. 会議の目的事項 

 報 告 事 項  第76期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）事業

報告および計算書類報告の件 

 決 議 事 項   

 議   案 取締役６名選任の件 

   
 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

下さいますようお願い申し上げます。 
なお、株主総会参考書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.lilycolor.co.jp/）におい
て周知させていただきます。 

◎ 株主総会終了後、株主の皆様との意見交換の場を設けることを予定しておりま
すので、お気軽にご出席いただき、ご意見・ご質問などを賜りたいと存じま
す。 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 

議   案 取締役６名選任の件 

取締役山田俊之、佐藤伸男、稲垣 治、城谷昭寛、植岡敬典、内海勝彦の

６名（うち社外取締役２名）全員は、本総会終結の時をもちまして任期満了

となります。つきましては、社外取締役２名を含む取締役６名の選任をお願

いするものであります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 
 
候補者 
番 号 

氏    名 
(生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当 
（重要な兼職の状況） 

所 有 す る 
当社株式数 

１ 

やま  だ  とし  ゆき 

山  田  俊  之 

(昭和37年12月13日生) 

昭和60年４月 株式会社三菱銀行(現株式会
社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 

平成５年４月 当社入社 
平成９年12月 経営企画部長 
平成11年３月 常務取締役総務本部長兼企画

本部長 
平成12年３月 専務取締役総務本部長兼企画

本部長 
平成13年３月 専務取締役総務本部長兼マー

ケティング本部長 
平成14年７月 専務取締役総務本部長兼マー

ケティング本部長兼オフィス
事業部統括 

平成15年４月 取締役専務執行役員総務本部
長兼マーケティング本部長兼
オフィス事業部統括 

平成17年６月 代表取締役最高執行責任者 
平成18年９月 代表取締役社長(現任) 

1,642,248株 

２ 

さ  とう  のぶ  お 

佐  藤  伸  男 

(昭和28年３月16日生) 

昭和51年３月 当社入社 
平成10年１月 経理部長 
平成17年６月 執行役員総務本部長 
平成18年11月 取締役執行役員総務本部長 
平成21年１月 取締役常務執行役員総務本部

担当兼総務本部長 
平成28年１月 取締役専務執行役員社長補佐

総務本部担当兼総務本部長
(現任) 

5,000株 
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候補者 
番 号 

氏    名 
(生 年 月 日) 

略歴、当社における地位および担当 
（重要な兼職の状況） 

所 有 す る 
当社株式数 

３ 

いな  がき   おさむ

稲  垣    治 

(昭和28年７月21日生) 

昭和52年４月 富士ゼロックス株式会社入社 
平成17年４月 富士ゼロックス株式会社グロ

ーバルアカウントマーケティ
ングジェネラルマネジャー 

平成18年11月 当社入社 常務執行役員オフ
ィス事業部担当 

平成20年３月 取締役常務執行役員オフィス
事業部担当 

平成21年11月 取締役常務執行役員オフィス
事業部長兼営業本部長 

平成26年１月 取締役常務執行役員スペース
ソリューション事業部長 

平成27年１月 取締役執行役員スペースソリ
ューション事業部長兼営業本
部長 

平成28年１月 取締役常務執行役員事業計画
本部担当兼オフィスソリュー
ション営業本部担当兼ＣＡＶ
営業本部担当兼エンジニアリ
ング本部担当兼オフィスソリ
ューション営業本部長 

平成29年１月 取締役常務執行役員事業計画
本部担当兼オフィスソリュー
ション営業本部担当兼エンジ
ニアリング本部担当兼オフィ
スソリューション営業本部長
(現任) 

3,000株 

４ 

しろ  たに  あき  ひろ 

城  谷  昭  寛 

(昭和31年10月２日生) 

昭和57年３月 当社入社 
平成21年２月 開発営業部長 
平成22年９月 開発営業部長兼海外営業部長 
平成25年１月 執行役員首都圏営業１部長兼

海外営業部長 
平成27年１月 執行役員営業本部長 
平成28年１月 執行役員インテリア営業本部

長 
平成28年３月 取締役執行役員インテリア営

業本部長(現任) 

2,000株 

５ 

うえ  おか  ゆき  のり 

植  岡  敬  典 

(昭和34年３月７日生) 

平成26年３月 当社取締役(現任) 
(重要な兼職の状況） 
株式会社ストラテジーコンサルティングパー
トナーズ代表取締役社長(現任) 
早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師
(現任) 
特定非営利活動法人ジャパンハート理事(現
任) 

－株 

６ 

うつ  み  かつ  ひこ 

内  海  勝  彦 

(昭和21年７月15日生) 

平成17年６月 古河電池株式会社代表取締役
社長 

平成27年３月 当社取締役(現任) 
(重要な兼職の状況） 
キヤノン電子株式会社取締役(現任) 
株式会社ジャテック代表取締役社長(現任) 

－株 



〆≠●0 
01_0896901102903.docx 
リリカラ㈱様 招集 2017/02/24 17:42:00印刷 3/6 
 

― 4 ― 

(注）1. 植岡敬典氏および内海勝彦氏は、社外取締役候補者であります。 
2. 社外取締役候補者とした理由 

(1) 植岡敬典氏は、長年にわたりコンサルティング業務に携わられた豊富な経験お
よび知見を活かした、当社経営に対する有益な意見や指摘をいただけることが
期待され、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いた
します。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３
年となります。 

(2) 内海勝彦氏は、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営にかかる豊富な
経験に基づく高い識見を有しておられることから、社外取締役として職務を適
切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏の当社社外取締役
就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。 

3. 責任限定契約の内容の概要 
当社は、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１
項の規定に基づき、現行定款において取締役（業務執行取締役等であるものを除
く｡）との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる
旨を定めております。これに基づき、当社は、社外取締役候補者である植岡敬典氏
および内海勝彦氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏が原案どおり再任さ
れた場合は、当該契約を継続する予定であります。 
その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・社外取締役が会社法第423条第１項に基づき、任務を怠ったことによって当社に損
害賠償責任を負う場合で、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、
会社法第425条第１項第１号および第２号の合計額を限度として会社に対し損害賠
償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は社外
取締役を当然に免責するものとする。 

4. 植岡敬典氏および内海勝彦氏は、株式会社東京証券取引所に定める独立役員として
同取引所に届け出ており、両氏が原案どおり再任された場合は、引き続き独立役員
になる予定であります。 

5. 山田俊之氏と当社との間に、不動産賃貸借の取引関係があります。 
そのほかには各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 
 

 
以 上 
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定時株主総会会場ご案内図 
 

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 

新宿ＮＳビル 30階 ＮＳスカイカンファレンス ルーム５・６ 

TEL 03-3342-4891 

 

※ＮＳスカイカンファレンス（30階）へ
は正面出入口側の直通エレベータをご
利用下さい。 

 

 

 

交通●ＪＲ（山手線・中央線・総武線・埼京線)・東京メトロ（丸ノ内線)・

京王線・小田急線各新宿駅「南口・西口」より徒歩約10分 

●都営地下鉄（新宿線)・京王新線各新宿駅「新都心口」より徒歩約６分 

●西武新宿線 西武新宿駅「南口」より徒歩約15分 

●都営地下鉄（大江戸線）都庁前駅「Ａ３出口」より徒歩約５分 
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第 76 期 報 告 書 
 

（第76回定時株主総会招集ご通知添付書類） 
 

自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 
 
 
 

代表取締役社長  山 田 俊 之 
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事 業 報 告 
 

(平成28年１月１日から平成28年12月31日まで) 

 

1. 株式会社の現況に関する事項 

 1-1. 事業の経過及びその成果 

 当事業年度におけるわが国経済は、雇用環境に改善は見られたものの、個

人消費や企業の設備投資は伸び悩み、新興国経済の鈍化、英国のＥＵ離脱決

定に伴う欧州経済への懸念、米国の政権交代などから先行き不透明感が増し

ております。 

 インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、

対前年比増加基調で推移しておりますが、４～９月期における首都圏マンシ

ョン販売戸数が低水準で推移する等、予断を許さない状況が続いております。 

 この様な環境のもとで、当社の売上高は前事業年度比9.6％減の32,988百万

円、営業利益は前事業年度比81.6％減の138百万円、経常利益は前事業年度比

88.1％減の79百万円、当期純利益は前事業年度比69.9％減の126百万円となり

ました。 

 セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① インテリア事業 

 壁装材は５月に住宅、非住宅全てのニーズに応えるビニル壁紙のフラッ

グシップカタログ“ライト”を発行、カーテンは９月にさまざまなジャン

ルでワンランク上のこだわりを演出する見本帳“ファブリックデコ”を発

行、床材は１月に住宅の水廻りをはじめ、さまざまなスペースにお使いい

ただける見本帳“クッションフロア”を発行、７月には自然な素材感にこ

だわり、上質感あふれるシンプルなデザインに仕上げた見本帳“エルワイ

タイル”を発行した他、壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”､“ウィル”､“ら

くらくリフォームプレミアム”、カーテン見本帳“サーラ”等を増冊発行

し拡販に努め、売上高は前事業年度比2.3％減の28,103百万円となり、セグ

メント利益は前事業年度比48.2％減の177百万円となりました。 

② スペースソリューション事業 

 顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に

対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、大型物件が減少した

ことから売上高は前事業年度比36.8％減の4,885百万円となり、セグメント

損失は38百万円（前事業年度はセグメント利益414百万円）となりました。 
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 1-2. 資金調達等についての状況（重要なものに限る｡） 

(1) 資金調達 

 特記すべき事項はありません。 

(2) 設備投資 

 特記すべき事項はありません。 

(3) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割 

 特記すべき事項はありません。 

(4) 他の会社（外国会社を含む｡）の事業の譲受け 

 特記すべき事項はありません。 

(5) 吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後当該株式会社が存続する

ものに限る｡）を含む｡）又は吸収分割による他の法人等の事業に関する

権利義務の承継 

 特記すべき事項はありません。 

(6) 他の会社（外国会社を含む｡）の株式その他の持分又は新株予約権等の取

得又は処分 

 特記すべき事項はありません。 
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 1-3. 直前三事業年度の財産及び損益の状況 

（財産及び損益の状況） 

 (単位：千円) 
 

区 分 
平成25年12月期 
（第73期） 

平成26年12月期 
（第74期） 

平成27年12月期 
（第75期） 

平成28年12月期 
（第76期） 
当事業年度 

売 上 高 35,329,181 34,842,579 36,505,916 32,988,948 

営 業 利 益 150,000 184,797 756,839 138,992 

経 常 利 益 52,244 83,338 664,182 79,357 

当 期 純 利 益 68,914 53,054 421,807 126,954 

１株当たり当期純利益 5円60銭 4円31銭 34円30銭 10円32銭 

総 資 産 19,895,303 20,069,672 20,507,121 19,406,537 

純 資 産 5,830,958 5,887,912 6,376,414 6,391,105 

１株当たり純資産額 474円01銭 478円71銭 518円51銭 519円74銭 

 
(注) 各事業年度の主要な変動要因は次のとおりであります。 

平成25年12月期（第73期）は、新設住宅着工戸数が前年を上回ったこと等を背景とし
て売上高は増加し、販売費及び一般管理費の圧縮に努めた結果、営業利益、経常利益
は増加しております。また、特別利益を計上したことにより、当期純利益は増加して
おります。 
平成26年12月期（第74期）は、新設住宅着工戸数が前年を大きく下回ったこと等を背
景として売上高は減少しましたが、売上原価率が改善したことから、営業利益、経常
利益は増加しております。また、特別利益の計上はあったものの、前事業年度より少
額であったことから、当期純利益は減少しております。 
平成27年12月期（第75期）は、スペースソリューション事業における大型物件の獲得
等が寄与したことから売上高は増加し、売上原価率も改善したことから、営業利益、
経常利益、当期純利益は増加しております。 
平成28年12月期（第76期）の状況につきましては、｢1-1. 事業の経過及びその成果」
に記載のとおりであります。 
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 1-4. 対処すべき課題 

 当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況で推移するものと予想され、

以下の課題を重点的に推進してまいります。 

(1) 損益分岐点の改善 

 企業体力の強化を目指し、売上原価の低減のみならず、販売費及び一般

管理費の徹底的な見直しを行いコストダウンを図ります。 

(2) 付加価値の高い中高級品の販売強化 

 厳しい環境の中で多様なニーズに対応した戦略的な商品開発を行い、お

客様に豊かな住生活を提供するために、魅力ある商品やサービスを提供し

てまいります。 

(3) スペースソリューション事業における顧客基盤の拡大 

 社内における営業体制を見直し、顧客へのアプローチを更に強化し、積

極的な営業活動と効果的なプランニングを行ってまいります。 

(4) 財務体質の向上 

 資産の流動化などの資金調達手段の利用、及び安定した資金の導入を行

うとともに、キャッシュ・フローの重視を心がけ、企業価値の向上を目指

してまいります。 

 

 1-5. 主要な事業内容 

(1) インテリア事業 ……… 壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品

の仕入及び販売を行っており、主として当社独自

で開発した商品「リリカラ」をメーカーに製造委

託し、代理店あるいは一部内装工事業者等に販売

しております。 

(2) スペースソリューション事業 ……… オフィス家具、事務用品等の仕入及び販売、間仕

切等工事請負を行っております。 
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 1-6. 主要な営業所及び工場並びに使用人の状況 

   (1) 主要な営業所及び工場 

本    社  東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 

営 業 所  インテリア事業 

札幌支店（札幌市)、東北支店（仙台市)、大阪支店

(大阪府東大阪市)、広島支店（広島県廿日市市)、九

州支店 (福岡市) 

スペースソリューション事業 

スペースソリューション事業（東京都港区） 

流通センター  インテリア事業 

東京流通センター（東京都品川区)、東大阪流通セン

ター（大阪府東大阪市） 

 

   (2) 使用人の状況 
 
区   分 従 業 員 数(人) 前期末比増減(人) 平 均 年 齢(歳) 平均勤続年数(年) 

男   子 380  1 43.8 18.0 

女   子 87  6 32.1 6.2 

合計又は平均 467  7 41.6 15.8 

 
(注) 1. 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向

者を含む｡）であります。 

2. 上記従業員数には、パートタイマー及びアルバイト207名（１日８時間換算期中平

均人数）は含まれておりません。 

 

 1-7. 重要な親会社及び子会社の状況 

 該当事項はありません。 

 

 1-8. 主要な借入先及び借入額 
 

借 入 先 期 末 借 入 残 高(千円) 

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 531,870 

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 212,500 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 210,000 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 181,200 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 165,000 
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 1-9. 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の

行使に関する方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な使命と考え、経営体

質の強化及び将来の事業展開に必要な内部留保の確保と経営成績に応じた配

当を実施してまいりたいと考えております。 

 

 1-10.その他株式会社の現況に関する重要な事項 

 特記すべき事項はありません。 

 

2. 株式に関する事項(平成28年12月31日現在) 

(1) 発行可能株式総数 41,000,000株

(2) 発行済株式の総数 12,296,766株（自己株式365,334株を除く) 

(3) 当事業年度末の株主数 2,103名

 (4) 上位10名の株主 

株     主     名 持株数(株) 持株比率(％) 

山 田 俊 之 1,642,248 13.35 

豊 田 通 商 株 式 会 社 1,194,600 9.71 

北 村 宗 生 582,000 4.73 

山 田 俊 子 550,410 4.47 

山 田 典 子 504,803 4.10 

山 田 雅 代 503,472 4.09 

リ リ カ ラ 社 員 持 株 会 444,688 3.61 

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 385,000 3.13 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 200,600 1.63 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 198,000 1.61 

 
(注) 持株比率は自己株式（普通株式）365,334株を控除して算出しております。 

 

3. 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
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4. 会社役員に関する事項 

 (1) 当社の会社役員に関する事項 
 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

山 田 俊 之 代表取締役社長  

佐 藤 伸 男 
取締役 
専務執行役員 社長補佐 総務本部担
当兼総務本部長 

 

稲 垣  治 

取締役 
常務執行役員事業計画本部担当兼オフ
ィスソリューション営業本部担当兼Ｃ
ＡＶ営業本部担当兼エンジニアリング
本部担当兼オフィスソリューション営
業本部長 

 

城 谷 昭 寛 
取締役 
執行役員インテリア営業本部長 

 

植 岡 敬 典 取締役 

株式会社ストラテジーコンサ
ルティングパートナーズ代表
取締役社長 
早稲田大学大学院経営管理研
究科非常勤講師 
特定非営利活動法人ジャパン
ハート理事 

内 海 勝 彦 取締役 
キヤノン電子株式会社取締役 
株式会社ジャテック代表取締
役社長 

西 村 治 重 監査役（常勤）  

岩 﨑 守 康 監査役 岩﨑公認会計士事務所 所長 

岡 田  清 監査役 
立命館アジア太平洋大学国際
経営学部教授 
放送大学客員教授 

大 胡  誠 監査役 

柳田国際法律事務所 
株式会社ジーテクト取締役 
筑波大学法科大学院非常勤講師 
日本化成株式会社取締役 
丸善ＣＨＩホールディングス
株式会社取締役 

 
(注) 1. 平成28年12月22日開催の取締役会において、平成29年１月１日付をもって下記の

とおり取締役の異動を決議いたしました。 
 

氏  名 異動後の地位及び担当 重要な兼職の状況 

稲 垣  治 

取締役 
常務執行役員事業計画本部担当兼
オフィスソリューション営業本部
担当兼エンジニアリング本部担当
兼オフィスソリューション営業本
部長 

 

 
2. 取締役植岡敬典氏、内海勝彦氏の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締

役であります。 
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3. 監査役岩﨑守康氏、岡田清氏、大胡誠氏の３名は、会社法第２条第16号に定める
社外監査役であります。 

4. 監査役岩﨑守康氏及び監査役岡田清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 

5. 当社は、取締役植岡敬典氏、内海勝彦氏、監査役岩﨑守康氏、大胡誠氏の４名を
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。 

 
 (2) 取締役又は監査役ごとの報酬等の総額 

（当事業年度に係る役員の報酬等の総額） 
 

区 分 支 給 人 数(名) 報酬等の額(千円) 摘 要 

取 締 役 7 51,262  

監 査 役 4 12,480  

計 11 63,742  

 
(注) 1. 株主総会の決議による報酬月額は、取締役18,000千円以内（平成２年３月29日開

催定時株主総会決議。但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く｡)、監査
役1,500千円以内（平成12年３月30日開催定時株主総会決議）であります。 

2. 期末現在の取締役は６名であり、３月に退任した取締役１名を含んでおります。 
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 (3) 社外役員に関する事項 

  ① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項 
 
区 分 氏 名 兼職先法人等名 兼職先での地位 兼職先との関係 

取締役 

植岡敬典 

株式会社ストラテジーコンサ
ルティングパートナーズ 

代表取締役社長  

早稲田大学大学院 非常勤講師  

特定非営利活動法人ジャパン
ハート 

理事  

内海勝彦 
キヤノン電子株式会社 取締役  

株式会社ジャテック 代表取締役社長  

監査役 

岩﨑守康 岩﨑公認会計士事務所 所長  

岡田 清 
立命館アジア太平洋大学 教授  

放送大学 客員教授  

大胡 誠 

柳田国際法律事務所   

株式会社ジーテクト 取締役  

筑波大学法科大学院 非常勤講師  

日本化成株式会社 取締役  

丸善ＣＨＩホールディングス
株式会社 

取締役  

 

  ② 各社外役員の主な活動状況 

（社外役員の主な活動状況） 
 

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 

取 締 役 

植 岡 敬 典 

 
当事業年度中に開催した12回の取締役会の
うち11回に出席しております。議案審議等
に必要な発言を、経営的な見地から適宜行
っております。 

内 海 勝 彦 

 
当事業年度中に開催した12回の取締役会の
うち12回に出席しております。議案審議等
に必要な発言を、経営的な見地から適宜行
っております。 

監 査 役 岩 﨑 守 康 

 
当事業年度中に開催した12回の取締役会の
うち11回に出席しております。また、当事
業年度中に開催した14回の監査役会のうち
13回に出席しており、議案審議等に必要な
発言を、主に公認会計士としての専門的見
地から適宜行っております。 
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 

監 査 役 

岡 田  清 

 
当事業年度中に開催した12回の取締役会の
うち11回に出席しております。また、当事
業年度中に開催した14回の監査役会のうち
13回に出席しており、議案審議等に必要な
発言を、主に公認会計士としての専門的見
地から適宜行っております。 

大 胡  誠 

 
当事業年度中に開催した12回の取締役会の
うち11回に出席しております。また、当事
業年度中に開催した14回の監査役会のうち
12回に出席しており、議案審議等に必要な
発言を、主に弁護士としての専門的見地か
ら適宜行っております。 

 

  ③ 責任限定契約に関する事項 

（責任限定契約の内容の概要） 

 当社は、取締役及び監査役として有用な人材を迎えることができるよう、

会社法第427条第１項の規定に基づき、現行定款において取締役（業務執行

取締役等であるものを除く｡)、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一

定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、

社外取締役である植岡敬典氏、内海勝彦氏、社外監査役である岩﨑守康氏、

岡田清氏、大胡誠氏の５名は、当社との間で責任限定契約を締結しておりま

す。 

 その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・社外取締役又は社外監査役が会社法第423条第１項に基づき、任務を怠

ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合で、職務を行うにあた

り善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項第１号及

び第２号の合計額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとし、

その損害賠償責任額を超える部分については、当社は社外取締役又は社

外監査役を当然に免責するものとする。 

 

  ④ 社外役員の報酬等の総額 
 

区 分 支 給 人 数(名) 報酬等の額(千円) 摘 要 

社外役員の報酬等の総額 5 16,680  

計 5 16,680  
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5. 会計監査人に関する事項 

 (1) 名称 

   会計監査人の名称  有限責任監査法人トーマツ 

 (2) 会計監査人の報酬等の額 

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 38,000千円

② 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 46,203千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に

対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分

しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等

の額にはこれらの合計額を記載しております。 

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて確認した上で、会計監査

人の報酬等について同意しております。 

③ 非監査業務の内容 

 当社は会計監査人に対して、非監査業務として内部監査強化に係る助

言・指導業務についての対価を支払っております。 

 (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる

場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。 

 また、上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難である

と認められる場合等においては、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の

方針に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。 
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6. 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項 

 6-1. 決議の内容の概要 

 当社は、業務の適正を確保するために必要な体制を整備・推進するにあたり、

会社法に基づく内部統制システムの基本方針として、取締役会において以下の

とおり決議しております。 

(1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体

制 

 当社は、取締役及び従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる

ため、｢企業行動原則」｢コンプライアンス規程」をはじめとするコンプライア

ンス体制にかかる規程を行動規範とする。 

 その徹底を図るため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員

会においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。又、総務部を中

心に取締役・従業員に対して教育等を行う。内部監査課は、コンプライアンス

の状況を監査する。これらの結果は定期的に取締役会及び監査役会に報告され

るものとする。又、法令上疑義がある行為等について従業員が直接情報提供を

行える手段として「内部通報規程」に基づく通報・相談窓口体制を設置する。 

 

 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

 文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る決裁結果を稟議書等の文書又

は電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、総務本部長が責任を持って

保存する。取締役及び監査役は、文書取扱規程により常時、これらの文書等を

閲覧できるものとする。 

 

 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 リスク管理体制を明確化するために、リスク管理規程に基づき、代表取締役

社長を委員長とするリスク管理委員会を設置する。委員会は、コンプライアン

ス、災害、品質、個人情報、情報セキュリティ及びシステムトラブル等それぞ

れ予見されるリスクの分析と識別を行い取締役会に報告する。内部監査課は各

部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会、監査役会に

報告する。 

 

 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎

として、取締役会を月一回定期的に開催するほか、適宜臨時に開催する。 

② さらに、常勤取締役及び執行役員並びに社長の指名した役職員による、経

営会議を原則月一回以上開催し、審議のうえ執行決議を行う。 

③ 当社は組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程を整備し、各

役職者の権限と責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行わ

れる体制を構築する。 
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(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項 

 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は

監査役と協議のうえ、内部監査課員等から監査役を補助すべき使用人として指

名する。 

 

(6) 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効

性の確保に関する事項 

 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査

役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令はうけないものとする。また、当

該使用人の人事（異動、評価、懲戒等）に関しては、事前に監査役の同意を得

るものとする。 

 

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制 

① 取締役及び従業員は、職務執行に関して重要な法令・定款違反もしくは不

正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知った

ときは、遅滞なく監査役会に報告しなければならない。 

② 取締役及び従業員は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の

実施結果を遅滞なく監査役会に報告する。 

 

(8) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制 

 監査役に報告をした取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由と

していかなる不利な取扱いもしてはならないものとし、その旨を取締役及び従

業員に周知徹底する。 

 

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払若しくは償還又

は債務の弁済の請求をしたときは、その職務の執行に必要でないと明らかに認

められる場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。 

 

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社

運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図るものとする。 

② 取締役会は、業務の適正性を確保するうえで、重要な業務執行の会議への

監査役の出席を確保する。 

③ 監査役会は、独自に必要に応じて、弁護士、公認会計士、その他の外部の

アドバイザーを活用し、監査役業務に関する助言を受ける機会を保障され

るものとする。 
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④ 内部統制システムに係る監査の実施基準に基づいて、内部統制システムが、

会社及びその属する企業集団に想定されるリスクのうち、会社に著しい損

害を及ぼすおそれのあるリスクに対応していないと認めた場合には、監査

役は、内部統制システムの不備として、内部監査部門等又は内部統制部門

に対して適時に指摘を行い、必要に応じて代表取締役社長又は取締役会に

対して助言、勧告その他の適切な措置を講じるものとする。 

 

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制 

 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統

制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行うものと

する。又、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を

行うものとする。 

 

(12) 反社会的勢力の排除にむけた体制 

① 当社は、｢企業行動原則」｢コンプライアンス規程」に、市民社会の秩序や

安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たない旨を明

記し、取締役及び従業員、その他会社の業務に従事する者に対し、啓蒙活

動を継続的に実施するものとする。 

② 反社会的勢力の排除にむけた体制としては、総務本部総務部を対応窓口と

し、｢コンプライアンス委員会」と連携して対応するものとする。 

③ 又、反社会的勢力からの不当な要求に接した時には、外部機関（警察、顧

問弁護士等）と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応するものとする。 

 

 6-2. 運用状況の概要 

 当社は、上記の基本方針に沿って内部統制システムを整備し運用を行ってお

ります。当事業年度の内部統制システムの整備・運用状況について評価を行っ

た結果、業務の実情に応じて諸手続の見直しが行われており、上記の基本方針

に基づいて適切に内部統制システムが整備・運用されていることを確認してお

ります。なお、その概要を記すと次のとおりとなります。 

(1) 取締役会を12回開催し、経営方針の策定等、経営に関する重要事項を決定

し、月次の経営成績を検討するとともに法令・定款への適合性及び業務の適

正性の観点から審議いたしました。また経営会議を12回開催しており、審議

のうえ執行決議を行いました。 

(2) 監査役会を14回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役会をは

じめとする重要会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執

行の監査、法令・定款等の遵守についての監査を行いました。 

(3) コンプライアンス委員会を４回、リスク管理委員会を４回開催し、取締

役・監査役・各部門責任者より、コンプライアンスの徹底、リスクの未然防

止について全社的な情報共有を行いました。 

(4) 監査役と会計監査人、内部監査課は適宜情報交換を行っており、内部統制

の不備については早期に是正を求め、是正状況の進捗を確認しております。 
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貸 借 対 照 表 
(平成28年12月31日現在 ) (単位：千円) 

 
資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 
 
流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

電 子 記 録 債 権 

売 掛 金 

商 品 

仕 掛 品 

貯 蔵 品 

前 払 費 用 

前 払 見 本 帳 費 

繰 延 税 金 資 産 

未 収 入 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

 有形固定資産 

建 物 

車 両 運 搬 具 

工具、器具及び備品 

土 地 

リ ー ス 資 産 

 無形固定資産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

電 話 加 入 権 

リ ー ス 資 産 

 投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

出 資 金 

長 期 貸 付 金 

破 産 更 生 債 権 等 

長期前払見本帳費 

見本帳製作仮勘定 

賃 貸 不 動 産 

差 入 保 証 金 

保 険 積 立 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 
14,652,283 

3,596,046 

1,836,884 

577,923 

4,483,670 

2,478,343 

20,910 

492 

118,446 

550,962 

140,124 

830,215 

25,343 

△   7,080 

4,754,254 

1,528,069 

258,127 

3,091 

54,043 

1,084,969 

127,837 

114,234 

8,800 

10,587 

94,846 

3,111,949 

264,508 

4,925 

15,850 

88,064 

129,714 

364,028 

55,630 

1,773,788 

449,413 

38,569 

△  72,543 

 
流 動 負 債 

支 払 手 形 
買 掛 金 
短 期 借 入 金 
１年内償還予定の社債 
１年内返済予定の 
長 期 借 入 金 
リ ー ス 債 務 
未 払 金 
未 払 消 費 税 等 
未 払 費 用 
未 払 法 人 税 等 
前 受 金 
預 り 金 
前 受 収 益 
賞 与 引 当 金 
独占禁止法関連引当金 
固定資産購入等支払手形 

固 定 負 債 
社 債 
長 期 借 入 金 
リ ー ス 債 務 
繰 延 税 金 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 

 
11,354,058 
1,709,087 
7,299,861 

233,700 
185,000 

572,960 

112,167 
411,240 
123,390 
99,640 
99,070 
36,425 
34,055 
1,574 

148,700 
77,000 
210,183 

1,661,373 
337,500 
743,910 
116,459 
12,056 
344,773 
62,691 
43,983 

負 債 合 計 13,015,432 

純 資 産 の 部 
 
株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 
その他利益剰余金 
繰越利益剰余金 

自 己 株 式 
評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

 
6,308,748 
3,335,500 
2,362,793 
2,362,793 

670,731 
670,731 
670,731 

△  60,275 
82,356 
82,356 

純 資 産 合 計 6,391,105 

資 産 合 計 19,406,537 負 債 純 資 産 合 計 19,406,537 
 
 (注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

 (自 平成28年１月１日 
至 平成28年12月31日 ) （単位：千円) 

 
科 目 金      額 

売 上 高  32,988,948 

売 上 原 価  24,199,877 

売 上 総 利 益  8,789,070 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  8,650,077 

営 業 利 益  138,992 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 1,743  

受 取 配 当 金 8,641  

不 動 産 賃 貸 料 21,993  

受 取 保 険 金 7,480  

受 取 保 険 配 当 金 8,580  

雑 収 入 10,243 58,683 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 27,534  

社 債 利 息 5,322  

手 形 売 却 損 36,062  

電 子 記 録 債 権 売 却 損 16,391  

売 上 割 引 6,675  

不 動 産 賃 貸 費 用 21,329  

雑 損 失 5,001 118,318 

経 常 利 益  79,357 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 5,859  

投 資 有 価 証 券 売 却 益 156,998  

損 害 賠 償 引 当 金 戻 入 額 15,000 177,857 

税 引 前 当 期 純 利 益  257,215 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 119,369  

法 人 税 等 調 整 額 10,891 130,260 

当 期 純 利 益  126,954 
 
 (注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 

 (自 平成28年１月１日 
至 平成28年12月31日 ) （単位：千円) 

 

 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資本準備金 資本剰余金合計 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計 
繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 543,776 543,776 

当 期 変 動 額      

当 期 純 利 益   ― 126,954 126,954 

自己株式の取得   ―  ― 

株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 

  ―  ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― 126,954 126,954 

当 期 末 残 高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 670,731 670,731 

 
 

 

株 主 資 本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自 己 株 式 株主資本合計 

その他有価証券 
評 価 差 額 金 

評価・換算 
差額等合計 

当 期 首 残 高 △   60,178 6,181,890 194,523 194,523 6,376,414 

当 期 変 動 額      

当 期 純 利 益  126,954  ― 126,954 

自己株式の取得 △       96 △       96  ― △       96 

株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 

 ― △  112,167 △  112,167 △  112,167 

当 期 変 動 額 合 計 △       96 126,858 △  112,167 △  112,167 14,690 

当 期 末 残 高 △   60,275 6,308,748 82,356 82,356 6,391,105 
 
 (注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 



〆≠●0 
02_0896901142903.docx 
リリカラ㈱様 招集添付 2017/02/23 19:57:00印刷 4/17 
 

― 18 ― 

■重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1． 重要な会計方針 

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

   その他有価証券 
    時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。なお、評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
によっております。 

    時価のないもの  移動平均法による原価法によっております。 
 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 
  ① 商 品 
    壁装材等内装材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法） 
    事 務 用 品 等 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法） 
  ② 仕 掛 品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法） 
  ③ 貯 蔵 品 最終仕入原価法 
 (3) 固定資産の減価償却の方法 
   有形固定資産及び 
   賃 貸 不 動 産 
   (リース資産を除く) 

定率法によっております。 
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）
及び平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては、定額法によっております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
 建物          31年～47年 
 工具、器具及び備品   ５年～15年 

   無形固定資産 
   (リース資産を除く)  

定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。 
 自社利用のソフトウェア ５年 

   リ ー ス 資 産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっ
ております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって
おります。 

 (4) 繰延資産の処理方法 
   社 債 発 行 費 支出時に全額費用処理しております。 
 (5) 引当金の計上基準 
   貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。 

   賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度の賞与支給見
込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。 

   独占禁止法関連引当金 独占禁止法違反の疑いに関連して、将来発生しうる損失について現
時点で独自に見積った額を計上しております。 

   退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 
① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
っております。   
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 ② 数理計算上の差異の費用処理方法 
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること
としております。 

なお、上記の他、平成15年３月31日に適格退職年金制度を廃止した
ことに伴い、廃止時における退職一時金額を確定し、年金資産を従
業員に分配するとともに、年金資産が退職一時金額に不足する場合
の不足額を計上しております。 

 (6) 収益及び費用の計上基準 
   請負工事に係る収益 
   及び費用の計上基準 

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工
事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 (7) 商品見本帳の会計処理 
 製作完了前の商品見本帳にかかる製作費用は、見本帳製作仮勘定として計上しており、 
製作完了後の商品見本帳にかかる製作費用の処理は、次のとおりであります。 
① 定期的に改訂を行う商品見本帳の製作費用は、｢長期前払見本帳費」として計上し、
商品見本帳の改訂時から次期改訂時までの期間に応じ均等償却を行っております。 

  なお、そのうち１年内に費用となるべき額は流動資産「前払見本帳費」として計上
しております。 

② 随時に発行する商品見本帳の製作費用は、商品見本帳配布時の費用として計上して
おり、未配布の商品見本帳にかかる費用は流動資産「前払見本帳費」に含めて計上し
ております。 

 (8) ヘッジ会計の方法 
  ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引について、特例処理の適用要件を満たしている場合には、特例処
理を採用しております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
    ヘッジ手段   金利スワップ 
    ヘッジ対象   借入金 
  ③ ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する権限及び取引限度額を定めた内部規程に基づき、一部の
借入金について金利変動リスクをヘッジしております。 

  ④ ヘッジ有効性の評価方法 
 特例処理の要件を満たしているため、ヘッジ有効性の評価を行っておりません。 

 (9) その他計算書類作成のための重要な事項 
 消費税等の会計処理  税抜方式を採用しております。 
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2． 会計方針の変更 
固定資産の減価償却の方法 
 法人税法の改正に伴い、｢平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務
上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第２四半期会計期間より適用
し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定
率法から定額法に変更しております。 
 なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与え
る影響は軽微であります。 
 

3． 表示方法の変更 
損益計算書関係 
 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「受取保険金」
及び「受取保険配当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記いた
しました。 
 なお、前事業年度の「受取保険金」は249千円、｢受取保険配当金」は4,193千円であり
ます。 

 
■貸借対照表に関する注記 

1． 担保に供している資産及び担保に係る債務 

 (1) 担保に供している資産 

建 物 122,972千円

土 地 554,073千円

賃 貸 不 動 産 22,366千円

 (2) 担保に係る債務 

短 期 借 入 金 171,200千円 

一年内返済予定の長期借入金 291,090千円 

長 期 借 入 金 563,910千円 

上記のほか、営業保証金の代用として投資有価証券23,656千円を供しております。 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,999,899千円 

  賃貸不動産の減価償却累計額 71,112千円 

3. 保証債務 

  従業員14名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っております。 

 6,797千円

4. 取締役に対する金銭債権 

    短期金銭債権 595千円

    長期金銭債権 10,200千円

5. 金融機関休業日満期手形 

 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によってお

りますが、平成28年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のと

おり期末残高に含まれております。 

受 取 手 形 67,649千円

支 払 手 形 16,547千円

受取手形割引高 71,968千円

  (注) 上記金額の内、23,757千円は電子記録債権割引高であります。 

6. 受取手形割引高 650,574千円

  (注) 上記金額の内、214,789千円は電子記録債権割引高であります。 
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■損益計算書に関する注記 

1. 関係会社との取引高 

  営業取引による取引高 

売 上 高 5,272千円

仕 入 高 376,396千円

その他の営業取引 6,940千円
 

(注) 平成28年２月12日付けで、豊田通商株式会社との資本・業務提携を解消して

おります。それに伴い、平成28年３月２日付けで同社は、保有している当社

株式のうち一部を市場にて売却しており、これにより、同社はその他の関係

会社に該当しないこととなりました。取引金額は関係会社であった期間の取

引金額を記載しております。 

 

■株主資本等変動計算書に関する注記 

1． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 

 
前事業年度末 
株式数 (株 ) 

当 事 業 年 度 
増加株式数(株) 

当 事 業 年 度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数 (株 ) 

発行済株式     

 普通株式 12,662,100 ― ― 12,662,100 

合計 12,662,100 ― ― 12,662,100 

自己株式     

 普通株式 364,534 800 ― 365,334 

合計 364,534 800 ― 365,334 
 
(注) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取り請求によるものであります。 

 

2． 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

   該当事項はありません。 
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■税効果会計に関する注記 

1． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動資産）  

  商品評価損 80,408千円

  賞与引当金 45,888千円

  廃番品見切損 41,217千円

  独占禁止法関連引当金 23,762千円

  未払事業所税 9,583千円

  未払事業税 9,462千円

  その他 14,074千円

繰延税金資産小計 224,398千円

評価性引当額 △84,273千円

繰延税金資産合計 140,124千円

繰延税金資産（固定資産） 

  減損損失 178,502千円

  退職給付引当金 143,407千円

  差入保証金評価損 31,833千円

  貸倒引当金 22,212千円

  資産除去債務 19,196千円

  投資有価証券評価損 7,856千円

  その他 4,646千円

繰延税金資産小計 407,655千円

評価性引当額 △391,445千円

繰延税金資産合計 16,210千円

繰延税金負債（固定負債） 

  その他有価証券評価差額金 25,861千円

  その他 2,405千円

繰延税金負債合計 28,266千円

繰延税金負債の純額 12,056千円
 
2． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の原因となっ

た主な原因別の内訳 

法定実効税率 33.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.4％

住民税均等割額 20.4％

評価性引当額の増減 △8.9％

その他 1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.6％
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■リースにより使用する固定資産に関する注記 

 貸借対照表に計上した固定資産のほか、自動倉庫設備の一部については、所有権移転外フ

ァイナンス・リース契約により使用しております。 

 

■金融商品に関する注記 

1． 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、資金調達を行う

場合には銀行借入による方針です。デリバティブは、借入金に係る支払金利の変動リス

クをヘッジすることを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金、また未収入金、長期貸付金

は、取引先の信用リスクに晒されております。 

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。 

 差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、

差入入居保証金は貸主の信用リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金、また未払金、固定資産購入等支払手形は、その

ほとんどが６ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。 

 短期借入金、社債及び長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等

に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後６年６ヶ月でありま

す。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクに

ついて一部デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。 

 デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクをヘッジすることを目的と

した金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、｢重要な会計方針に係る事項に関す

る注記１.重要な会計方針(8)ヘッジ会計の方法」に記載のとおりであります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

 外部信用調査機関の信用情報等を活用した与信管理を行うとともに、取引先ごとの

期日管理及び残高管理等を行っております。 

② 市場リスクの管理 

 定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しておりま

す。 

 また、借入金に係る支払金利の変動リスクをヘッジするために、一部金利スワップ

取引を利用しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画の作成及び更新をすると共に、

手許流動性の維持などによりリスク管理をしております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

ます。 
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2． 金融商品の時価等に関する事項 

 平成28年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれて

おりません（(注２）参照)。 
 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時  価 
(千円) 

差  額 
(千円) 

 (1) 現金及び預金 3,596,046 3,596,046 ― 

 (2) 受取手形 1,836,884 1,836,884 ― 

 (3) 電子記録債権 577,923 577,923 ― 

 (4) 売掛金 4,483,670 4,483,670 ― 

 (5) 未収入金  830,215 830,215 ― 

 (6) 投資有価証券 233,933 233,933 ― 

 (7) 長期貸付金(※１) 22,450 22,820 370 

 (8) 破産更生債権等 88,064   

   貸倒引当金(※２) △72,543   

 15,520 15,520 ― 

 (9) 差入保証金 980,480 925,676 △54,803 

資産計 12,577,124 12,522,690 △54,433 

 (1) 支払手形 1,709,087 1,709,087 ― 

 (2) 買掛金 7,299,861 7,299,861 ― 

 (3) 短期借入金 233,700 233,700 ― 

 (4) 未払金 411,240 411,240 ― 

 (5) 未払消費税等 123,390 123,390 ― 

 (6) 未払法人税等 99,070 99,070 ― 

 (7) 預り金 34,055 34,055 ― 

 (8) 固定資産購入等支払手形 210,183 210,183 ― 

 (9) 社債(※３) 522,500 524,182 1,682 

(10) 長期借入金(※４) 1,316,870 1,321,834 4,964 

(11) リース債務(※５) 228,627 229,311 684 

負債計 12,188,587 12,195,918 7,331 

デリバティブ取引 ― ― ― 
 
(※１) １年内回収予定の長期貸付金を含めております。 
(※２) 破産更生債権等については個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 
(※３) １年内償還予定の社債を含めております。 
(※４) １年内返済予定の長期借入金を含めております。 
(※５) １年内返済予定のリース債務を含めております。 
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(注１) 金融商品の時価の算出方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
資 産 
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金、(5) 未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。 

(6) 投資有価証券 
株式は取引所の価格によっております。 

(7) 長期貸付金 
将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており

ます。 
(8) 破産更生債権等 

担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価

は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似してお

り、当該価額をもって時価としております。 

(9) 差入保証金 

ゴルフ会員権は、期末会員権相場によっております。差入入居保証金は、将来キャ

ッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。 

負 債 

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金、(4) 未払金、(5) 未払消費税等、(6) 未

払法人税等、(7) 預り金、(8) 固定資産購入等支払手形 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。 

(9) 社債 

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リス

クを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(10) 長期借入金 

元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。 

変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており 

(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合

計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いた

現在価値により算定しております。 

(11) リース債務 

元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされる長期借入金と一体として

処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めております。 

(注２) 非上場株式（貸借対照表計上額30,575千円）及び出資金（貸借対照表計上額4,925千

円)、差入保証金（貸借対照表計上額793,308千円）につきましては、市場価格がな

く、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、時価開示の対象には含めておりません。 
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■持分法損益等に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

■関連当事者との取引に関する注記 

1. 親会社及び法人主要株主等 
 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又 は 職 業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者 
と の 関 係 

取引の 
内 容 

取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 

(千円) 

主要株主 豊田通商㈱ 
愛知県 
名古屋市 

64,936 

各種物品の国
内取引、輸出
入取引、外国
間取引、建設
工事請負、各
種保険代理業
務 等 

被所有 
直接 9.7 

商 品 の 仕
入・販売 

商品の 
仕入 

725,019 買掛金 956,986 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1. 価格その他の取引条件は市場実勢を参考に、価格交渉の上で決定しております。 

   2. 取引金額は消費税を含まず、買掛金の期末残高は消費税を含んでおります。 

   3. 平成28年２月12日付けで、豊田通商株式会社との資本・業務提携を解消しておりま

す。それに伴い、平成28年３月２日付けで同社は、保有している当社株式のうち一

部を市場にて売却しており、これにより、同社はその他の関係会社に該当しないこ

ととなりました。 

  また、平成28年５月19日付けで、豊田通商株式会社が保有している当社株式のう

ち一部を市場にて売却しており、これにより、同社は主要株主ではなくなりました。

その結果、同社は関連当事者には該当しないこととなりました。取引金額は関連当

事者であった期間の取引金額であり、期末残高は関連当事者から外れた時点での金

額であります。 

 

2. 役員及び個人主要株主等 
 

属性 
会 社 等 
の 名 称 
又は氏名 

事業の内容
又 は 職 業 

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％) 

関連当事者 
と の 関 係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

役員及び 
その近親者 

山田俊之 
当社代表取
締役社長 

被所有 
直接 13.4 

倉庫の貸借 
賃借料の 
支払 

6,611 

前払費用 595 

差入保証金 10,200 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1．賃借料は、近隣の取引実勢を参考に、価格交渉の上で決定しております。 

2．取引金額は消費税を含まず、前払費用の期末残高は消費税を含んでおります。 
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■１株当たり情報に関する注記 

1.  １株当たり純資産額 519円74銭

2.  １株当たり当期純利益 10円32銭

 

■重要な後発事象に関する注記 

 該当事項はありません。 
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会計監査人監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成29年２月21日 
 
リリカラ株式会社 
 

取締役会 御中 
 

有限責任監査法人 トーマツ 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 向  眞 生 ㊞ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 阪 田 大 門 ㊞ 

 
  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、リリカラ株式

会社の平成28年１月１日から平成28年12月31日までの第76期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。 

 
 計算書類等に対する経営者の責任 
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。 

 
 監査人の責任 
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

  監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。 

  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。 

 
 監査意見 
  当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。 

 
 利害関係 
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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監査役会監査報告書 謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成28年１月１日から平成28年12月31日までの第76期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

 (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思

疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の

方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成

る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会

決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス

テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い

たしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨

の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書について検討いたしました。 
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2. 監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。 

 

 平成29年２月23日 
リリカラ株式会社 監査役会 

 
 常勤監査役 西 村  治 重 ㊞ 

 社外監査役 岩 﨑  守 康 ㊞ 

 社外監査役 岡 田   清 ㊞ 

 社外監査役 大 胡   誠 ㊞ 

 
以 上 

  




